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一

例凡

年次について断りのない表は，すべて令和3年に関する統計である。1．

統計表の数値は，特に断りのない限り件数を表す。2．

民事事件には，特に断りのない限り行政事件を含む。3．

民事上告事件には，特に断りのない限り特別上告事件を含む。4．

令和3年の数値は，すべて速報値である。5．



次目

１
２
事
３
４
５
６
７

括

第
第
事
第
第
第
第
第

総

民

表
表
表
件
表
表
表
表
表

１
２

民・刑全事件年度別件数表

民・刑上告事件年度別件数表

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

３
４
５
６
７

民事全事件受付・既済・未済件数表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
の

民事上告事件年度別件数表 ． ｡ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

民事上告受理事件年度別件数表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

民事全事件年度別大法廷件数表 ． ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● , ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

民事ト告・上告受理事件年度別・既済事由別件数表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

令和3年既済事件上告・上告受理別内訳

民事上告事件年度別・上告理由別既済件数表 ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

民事上告事件憲法判断判決年度別件数表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

民事上告・上告受理事件年度別・理由別破棄判決数表 。 ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
●

令和3年既済事件上告・上告受理別内訳

８
９

０

８
９

１

第
第
第

表
表
表 10



民事上告・上告受理事件年度別・審理期間別既済件数表 ． . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 11

令和3年既済事件上告・上告受理別内訳
令和3年既済事件受付年度別内訳

民事上告・上告受理事件年度別・審理期間別未済件数表 ． ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 12

令和3年未済事件上告・上告受理別内訳
令和3年未済事件受付年度別内訳

民事上告・上告受理事件訴訟種類別新受件数表 。 ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 13

民事特別・許可抗告事件年度別新受・既済・未済件数表 ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 14

第 11 表

第 12表

第
第
事
第
第
第
第
第
第

刑

表
表
件
表
表
表
表
表
表

旧
型
事
１
１
１
１
１
２

５
６
７
８
９
０

刑事全事件受理・既済・未済件数表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ･・ ・ ・ 15

刑事全事件年度別大法廷件数表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． 。 ・ ・ ・ ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 16

刑事上告事件年度別新受・既済・未済人員表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 17

刑事上告事件年度別・上告理由別既済人員表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・ ・ ． 18

刑事上告事件憲法判断判決年度別表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・ 19

刑事上告事件年度別・理由別破棄判決数表 ‘ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 20
F

6

令和3年破棄判決理由別・破棄区分別内訳

刑事上告事件年度別・審理期間別既済人員表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 21
●

令和3年既済事件受理年度別内訳（人員）

第21 表



刑事上告事件年度別・審理期間別未済人員表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・ 22

令和3年未済事件受理年度別内訳（人員）

刑事上告事件被告人処混別人員表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 23
●

■

刑事上告事件年度別・被告人釈放事由別人員表 ． ． ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 24

刑事上告既済事件年度別弁護人の私選，国選別人員表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 25
｡

刑事上告受理申立事件年度別新受・既済・未済件数表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 26
巳

刑事特別抗告事件年度別新受・既済・未済件数表 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 27

第 表22

第
第
第
第
第

表
表
表
表
表

３
４
５
６
７

２
２
２
２
２

■■



坐

‐

~
〆～

一、
一 一

～

‐

~

ノ
＝

／
公

へ

一

苧

可
』～

一

一

一 や

~
～

一
会

一

、、、
～今ー

●ひ

一

_／

一
ｒ
一

～

ー

一一ｰ一

～?－
へ｡

－

〃
一

今 ●＝

'

《ノ 〆ﾍ ー

、

～‐

『 今

〃
■■

～

、

､へ一 一
一

‐

ー

、 1 4

●

ら

一

旬

卍 ‐ ．〃

ベ
へ 苧

~

、
①
望
。
●
●
◆
や
今
戸
ヂ
、
０
ｏ
牢
↑
◆
》
・
哉
睦
◆
◆
◆
イ
守
含
．
．
Ｑ
一
・

し
↑
．
心
。
◆
◆
。
の
．
◆
壬
聖
◆
１
．
。
。
。

《
：
・
ゞ
。
｛
蒜
藁
、

。
●

。
ｏ

全
●
◇
●
。
●
毎
や
、
叱

卓
。
諺
・
↑
』
一
千
一
レ
レ
◇
、
。
．

●

△
②
◇
守
勺
ｅ
●
△
ｒ
ｕ
一
ず
い
■
Ｌ
◇
争
●
０
９
マ

『
０
０
０
、
寺
・
ず
、
Ｆ
凸
勺
．
０
。
●
座
も
、
Ｂ
、
。
■

蕊
｝
坐
渡
・
急
，
＆
●
＆
験
謙
一
、

ジ
◇
今
銀

０

，
◆
・
勺
守
。

◆

嬢
一
豆
心
一
：
一
鑑
僅
〆
登
癖
一
煙

》

一
・
↓
・
や
‐
・
・
．
↑
恥
も
．
、
．
．
．
‐
・
》
錘
’
一
へ
．
‐
へ
廷
↑
◇

↑
。
」
三
弓
・
零
今
◇
・
・
・
年
へ
。

■
●

■
◇
一
中
Ｐ
６
◇
一
ケ

●
争
哺
幻
『
一
、
Ｊ
一
」
小
凸
夕
◆

争

〃
白
び
◆
一
・
・
一
唯
一
が
も
心
・
少
一
弘
。
〃
一
一
”
一
冠
０
。
一
Ｃ
Ｏ
．
）
６
《
●
〆
《
●
血

６
の
タ
ザ
６
◇
■

。
。
？
◆
．
◆
、
．
、
‐
澤
寺
．
、
今
、
止
〆
パ
ー
‐
圭
一

子
ｅ
ザ
毎
争
●
一
一
一
一
昏
》
ｐ
Ｐ
◇
ら
、
▽
●
①
Ｌ
９
ヂ
っ
．
凸
つ
。
．
今
守
０
。
。
◆
俄
浄
。
『
・
一
，
。
９
。
。
９

〃
．
・
一
牝
．
・
認
．
号
率
．
．
》
必
↓
．
．
《
州
・
・
・
二
》
、
鐸
一
や
．
、
、
喝
．

。
一
口
■
ｏ
６
Ｇ
今
毎

●
へ
■
。
。
の
●
少
●
一
劫

。
炉
。
、
、
６
．
．
“
ず
》
《
．
〃
學
趣
．
．
罰
”
や

。
ｐ
・
６
６
予
争
Ｄ
９
ｅ
。

●
。
◆
。
Ｉ
も
二
四
宙
・
へ
０
や
」
ず
△
且
。
●

少
．
」
や
。
．
。
・
０
』
？
ざ
》

卓
タ
ロ
。
灸
、
。
。
ｅ

奄
岐
”
魂
。
◆
《
瀞
可
も
。
．
・
・
・
冊

‘
・
堅
、
，
．
・
・
一
・
一
、
》
．
．
》
．
渥
跡
．
、
一
・
、
，
．
」
．
匙
、
、
。
、
恥
．
功
一
岬
・
・

つ
．
・
へ
・
か
一
・
・
令
，
今
毎
．
．
『
。
。
，
瘤
一
や
。
，
．
〃
‐
０
ケ

◇
。
。
“
勺
、
。
・
・
◆
。
。
◆
◆
ｑ
ロ
。
△
▽
’
。
《
◆
、
詞
０
ヴ

・
一
一
．
ｊ
，
↑
一
声
坐
嘩
・
●
．
》
’
、
、
《
：
ま
．
》
・
・
・
・
・
・
．
．
●
．
：

〃
。
◆
・
帯
。
。
↑
ヘ
ノ
◆
参
・
、
、
。
。
．

↑
・
↑
れ
動
↑
．
。
》
↑
ぬ
‘
・
↑
い
↑
↓
↑
。
↑
◇
↑
券
．
．
↑
・
↑
‘
↑
↑
《
、
》
配
一
籍
一

、
．
。
．
“
・
戦
、
《
、
庇
：
・
・
・
、
ダ
昼
．
、
．
．
浄
蓑
↑

毎
』

↑
。
ゞ
鄙
・
｛
一
一
ゞ
季
。
．
。
￥
。
￥
・
愛
・
ゞ
寵
．
、
ゞ
・
・
・

、
◇
ら
の
ご■
寺
●

●
七
忽
一
．
。
△
も
。
。
。
Ｃ
・
、

一
。
◇

。
企
。
、
。
“
口
。
４
０
・
・
・
寺
、
◇
◇
◇
・
茸

●
巾
守
も
恥
心
●

０
ｏ
声
、
マ
〃
。
●
Ｃ
Ｏ
元
６
・

》
◇
．
◆
◆
》
◇
勺
ｇ
・
ざ
●
，
。

》
◇
●

。
■

。
《
ｅ
。
や
ｆ
マ
々
弓
参
・
◆
。
▽
今
○
Ｄ
Ｌ
Ｌ
’

◆
〃
《
ロ
、
↑
一
◆
↑
、
。
◆
《
《
。
。
◆
◇
ね
》
。
Ｑ
沓
、
、
、
◆
銭
づ
◆
、
。
今
。
》
・
・

謡
・
ｏ
８
４
、
一
か
《
が
金
、
少
◆
グ
ー
ｃ
ｏ
ｒ

Ｌ
－
↑
子
。
④
◇
毎
●
毎
、
》
◆
▲
●ｒ
企
む
．
。
０
。
◆
０

．
．
』
↓
．
．
冬
一
・
．
↓
参
一
・
皇
謀

◇
・
・
一
々
舎
鐸
へ
．
・
・
》
錘
、
屯
．
．
、
」
。
、
．

■
一
●
や

子
ひ
ふ
－
４
・
争
一
。
■
◆

●
●
毎

″
、
ず
“
薪
え
蕃
〆
↑
・
坐
『
．
．
，
・
這
：
．
§
↓
・
夢
守

ら
●

総
帥
ざ
可
変
更
覇
運

↑
一
・
一
・
一
壱
。
・
・
・
・
）
一
一
一
一
一
。
。
《
．
．
。
』
ｆ
堅
一
が
》
』
↑

↑
《
。
．
，
（
や
、
ｒ
一
グ

℃
や
●
◇
ひ
じ
◇
●
《
◇
『

『
毎
●
一
毎
◇
ｏ
Ｌ
Ｑ
■
ザ
◇

グ
●

△
◇
①
毎
毎
◆
◇
◇
◇
寺
口
や
◇
◇
●
◇

◇
◇
ｂ
「
一
。

。
今
◆
炉
◆
亀
参
。
・
・

毎
毎
●

、
可
・
’
、
一
華
、
》
兵
。
．
域
《
一
一
》
．
．
。
野
．
・

了
ｑ
ｆ

↓
竺
斗
率
．
．
．
，
．
一
＄

●
毎
毎
毎
一

一
；
▽
●
ざ
。
０
０
。
０
●
。
●
０
■

汀
，
勺
。
，
、
・
や
し
。
、
一
・
・
，
↑
一
郡
。
一
ｔ
〆

Ｌ
Ｌ

①
。
◆
。
Ｑ
ｏ
０
Ｊ
一
や
む
甲

ｑ
毎

。
ｂ
●
丁
毎
◇
一
。
』
●
、
ｏ
句

、
◆
Ｐ
一
．
。
動
。
、
の
ノ
。
。

●
。
マ
ウ
■
■

も
凸
早

●
６
由
心

』
。

。
炉
。
６
６

主
令
。
》
。
。
●
“
《
“
↑
。
。
◆
、
０
勺
。
守
り
●
一
子

－－＝ 、

翁:表
‐

今

一
一

｡＝や●
4■

P

p 一二
寺

一

一

ダ

／句
｝

： ～ｰ

平

、

P 3 ‐

■
③ ● ●

の P● ◇ 勺
◆

陰了 ぐ
一

一

づ

げ イ
尋

～。
~←

四

Q● 一･ 寺一一
L

‘’ 剣．
C G

言
ざ、

少

一 ・ 0 ．

－･＝す9
，

▲③

一一

へ

一

↑
◇
｝

ノ

一
ノ Q令

略 、

."ず
〆 一

､

≠､鐙‘ぶ
･ ･今~一屯

P G

･ 0戸0
P ‐

リヅ1 =‘
● = ､

私ツ ‘、

、

萱碁
一口－，－

ご 戸

~.

△ 0t､

べ 口

◆

ー･ 勺

一

～ ~

～戸

～● －

～－芦
一

へ，P

、、画
吟七
b bG P

~

心． 、
一～ へ 戸 《

〃
が

〃

今◆
、

、.■

一
一
、

』

Ｑ

ｐ

◇

勺
－

６

▲

・
台
や

一

づ
…

Ｊ
／
・
浄
ｂ

ｅ
口

一
・
・
一
一
《
一
℃
や
秒

一

〆

一 ・■』少一・
、

●

、一- ‘

● も ｡《- ｡ q◆

～

4

子一
一
型

－ －●

１〃
地●

。
や

叩
《
凸
査

■
■
●
◇

』
り
づ
の

P
ｰ

一

ヂ
ロ
グー

､や

｡』
《
い
、
、

＝

ー

●a

サ 心

f

し FｰQ 寺

、 、｡-3

.声 ． 。

夕
、

ｐ
ｅＰ
△

・
屍
‐

、
０
３

、
寸

色
、
０

－
Ｕ
も

の
●今あ

－

今"。
,今勺：

。～ j・ ・ 0 ． 冬

一々 〆

。●

Y
ノI←

』
。
■
、

～
ー

式 ”寺

《
乱

〆 ● ● 戸
、●2
、

~

f～ 、で＞ 詞 、 0 ，
1■ ､ ● ●｡ ｡

0, 4 の 8 つ 』凸
一心 一

一， ●e マー
● 守

. 一

～

汽弁寺

．◆ 坐。． ‐ －差・ ‘
ノ 今 ．ヘ

J
〆

ー

'

ー

一ー

一

〆

ｰ

● 6

ー

ー

ｰ

し

、
ー

〃 ■

L′
●

._:一: ._． 一・ 0.･･ ･穀 ･一．~←一・‐七一一・ ・一Oゎ一等？～一－

' ｡ ｡ ＆ 0
へ



民・刑全事件年度別件数表

注未済の％は，平成14年の未済件数を基準にしたものである。
民事の（）数値は， 1つの原裁判に対する上告と上告受理，又は特別抗告と許可抗告の並行申立てを1件として計上し直した事件数である。
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6,982

(5,393）

6,742

(5,108）

7,578

(5,729〉

7,363

(5,413）
7,498

(5,561）
6,790

(5,052）

6,601

(4,898）

6,912

(5.027）

6,905

(4,989）

6,654

(41884）
8,336

(5,992）

8,254

(5,85鋤

7,946

(5,728）

7,744

(5,547）
7,395

(5,254）
7,175

(5,219）
60703

(4,876）

6,934

(5,120)

6,277

(4,609)
6,389

(4,719）

2,3"｜
(1,574)I

％
100

(100）

2,416 105

(1,659) (105)

1,957 85

(1,322） （84）

1,861 81

(1,263) (80)
10543 67

(1,088） （69）
10404 61

(1,006) (64)

10607 70

(1,086） ⑯9）
1,622 70

(1,093) (69)
2.127 92

(1,425) (91)
3,100 135

(2,043） （130）
2,933 127

(1,919) (122)
2,810 122

(1,879） （119）
2,490 108

(1,667) （106）

1,969 85
~

(1,348） 伯6）
1,670 72

(1,181) (75)

lj581 69

(1,116) (71)

1,708 74

(1,229) (78)

1,668 72

(1,173) (75)
1,582 69

(1,154）

1,695

I

’
(73）

74

(1,200)･ (76)

3,603

4,177

4,331

4,374

4,293

4,025

3,985

3,757

3,956

3,918

4,048

3,765

3,656

3.567

3.683

4,027

3,794

4,004

4,251

4,154

3,655

4,178

4,400

4,454

4,338

4,016

3,977

3,840

3,924

3,798

4,165

3,834

3,741

3,519

3,697

3,935

3,827

40”9

4,288

4,173

％

835 100

834 100

765 92

685 82

640 77

649 78

657 79

574 69

606 73

726 87

609 73

540 65

455 54

503 60

489 59

581 70

548 66

543 65

506 61

487 58

10,419

伯,854）

11,031

G,370)

11,450

個,723）

11,641

(9,728）
110473

(9,679）

10,676

伯,995）

10,789

(8,963）
10,684

⑱,791）

11,366

⑲,277）

11,545

G,420）
12’217

(9.916）

11,896

(9,584）

11，282

(9,172)
10,790

(8,795）
10,779

<8,77①

11｡113

⑲,181）
10,624

(8,783）
10,898

(9,068)

10,442

伯,841）
10,656

(8,919)

10,637

(9,048）

10,920

(9,286）

11，978

(10,129

11,817

⑲,867）
11,836

伯,899）
10,806

(9,068）
10,578

(8,875）

10,752

(8,867）
10,829

(8,913)

10,452

(8,68鋤

12,501

(10.157)

12,088

. (9,693）

11,687

伯,469）
11,263

⑲,066）

11,092

(8,951）

11，110

(9,154）

10,530

e,703)

10,943

(9,129)

10,565

(8,897）
10,562

(8,892）

％

3,139 100

(2,409) (100)

3,250 104

(2,493) (103)
2,722 87

(2,087)

2,546

(1,948）
2,183

(1.728)；

伯7）
81

伯1）
70

(72）

2,053 1 65
(1,655)! （69）

2,264 72

(1,743） （72）

2,196 70

(1,667) (69)
2,733 87

(2,031) (84)
3,826 122

(2,769） （115〕

3,542 113

(2,528) (105)

3,350 107

(2,419) (100)
2,945 94

(2,122) G8)

2,472 79

(1.851)， （77）

2,1591 69
(1,67D (69)
2,162 69．

(1,697） （70）
2,256 72

(1,777) (74)
2,211 70

(1,716) (71)

2,088 67

(1,660） ． （69）

2，182． 70

(1,687) (7d

前年比
311

(175）

112

(11D
1131
(46）

～

～
、

～
一一

つ7 -115 -191
■
且
■
日
ロ
●

～～
～=

～
～

、 214

(78）

･－3

(－5）

94

(27）

、

、

～

～

～
～



民・刑上告事件年度別件数表
第2表

注未済の％は，平成14年の未済件数を基準にしたものである。
民事の上段は，上告と上告受理の合計事件数である。 （ ）数値は， 1つの原裁判に対する上告と上告受理の並行申立てを1件として計上し直
した事件数である。

－2－

～ P

別

へ

～
一

畦・州I
＝~

～
一

一
・

K 91L

新受 既済
、－

介

零

新受 既済 ラ ミ 済

ｌ毒ロ
ヘ
ロ

新受 溌済 栄
1，

平成14年

年
年
年
年

５
６
７
８

１

１

１

１

19年

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
令和元年

年
年
２
３

4.653

（3,112）

4,830

（3,190）
5,034

（3,324）

5,239

（3,346）

5,050

（3,278）

4,667

（3,004）
4,910

(3,109)

5,156

（3,280）

5,554

（3,493）

5,743

（3,647〉

6,033

（3,758）

6,087

（3,795）

5.556

（3,474）

5,258

（3,277）

5,189

（3,207）
5,038

（3,122）

4,743

（2,909）

4,628

（2,813）

4,047

． （2,481）

4，“4

（2.717）

40833

(3,264）

4,753

(3,142）

5,429

(3,598）

5,321

(3,391）

5,390

(3,476）

4,830

(3,111）

40634

(2,952）
5,150

(3,285）

5,085

(3,188）

4,861

(3,122）

6,188

(3,873）

6,227

(3,853）

5,879

(3,685）

5,761

(3,584）

5,527

(3,404）

-5,111

(3,182）

4,711

(2,887）
4,587

(2,785）

46241

(2,606)

4,245

(2,592）

％

1,964 100

(1,240） （100）

2,041 1"

(1,288） （104）

１
１
１
１
ｊ
ｊ

４
２
０
８
２
２
４
４
８
６
８
６

８
旧
８
。
６
⑯
》
５
幅
６
侭
）
６
個

92

⑲0）

137

(133）

129

(123）

122

(119）
106

(102)
80

(77）

63

⑯1）
59

(56）

61

(58）
63

(60）
53

(50)
63

(60)

1,646

(1,014）

1,564

⑲6帥

1,224

（771）

脇I
1,337

（821）

1,343

1雛)｜
(1,121)1

2,6941
(1,646)？

2,5391
(1,531）

2,3991
(1,473)：

2,0761
(1,262）

1,5731
（955)1

1,2351

篭｜
(720)!

1,2351
（748)．

1,041 1

,W|．1,240｜
（748)！

2,382

2,675

2.799

2,655

2,671

2,465

2,434

2,170

2,135

2,254

2,129

1,908

1,881

1,883

1,940

2,130

1.912

2,018

1,822

1,792

2,432

2,689

2,868

20749

2,699

2,471

2,424

2,248

2,097

2,165

2,255

1,955

1,934

1,873

1,923

2,059

1,955

2,041

1,855

1,819

呪

783 100

769 98

700 89

606 77

578 74

572 73

582 74

504 64

542 69

631 81

505 64

458 58

405 52

415 53

432 55

503 64

460 59

437 56

404 52

377 48

7,035

(5,4941

7,505

(5,8651

7,833

（6,123】

7,894

(6,001)

7,721

（5,949リ

7,132

（5,469）

7,344

（5,543）

7,326

（5,450）
7,689

（5,628）

7,997

（5,901）

8,162

（5,887）

7.995

（5,703）

7,437

（5,355）

7,141

(5,160)
7,129

. (5,147）

7,168

（5,252）

6,655

（4,821）

6,646

（4,831）

5,869

(4,303）

6,236

(4,509）

7,265

(5,696

7,442

(5,831

8,297

(6,466

8,070

(6,140

8,089

(6,175

7,301

(5,5821

7,058

(5,3761

7,398

(5,533）

7,182

(5,285）
7,026

(5,287】

8,443

(6,128）

8,182

(5,808）

7,813

(5,619)

7,634

(5,457）

7,450

(5,327）
7,170

(5,241）

6,666

(4,842）

6,628

(4,826）

6,096

(4,461)
6,064

(4,411)

2,747 ’
ツ

100

(2,023)I (100
2,810 102

(2,057) (102

2,346 85

(1.714) (85

2,170 79

(1,575） （78

1,802 66

(1,349） （67

1,633 59

(1,236) (61

1,919 70

(1,403) (69

1,847
(1;320)

67

(651
2,354 86

(1,663) (821

3,325 121

(2,277) {1131

3,044 111

(2,036） （1011

2,857 104

(1,931)． 伯51

2,481 1 90
(1,667)＃ 伯2）

1,9881 72

(鍬
(1,190)

1,665 ’

値8）
61

(59）

61

(1,201） （59）
1,654 60

(1,180） （58）

1,672 61

(1,185） （59）

1,445 53

(1,027) (51)
1,617 59

(1.125） （56）
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民事全事件受付・既済・未済件数表

上告受理欄の（ ）数値は，受理決定のあった事件数で，いずれも内数である。
新受欄の（ ）数値のみ，当年中に受理決定のあった事件数である。
決定の「破棄」欄の「自判」には，原裁判を破棄したのみの場合を含む。

注

－3－

、

~､受付・既済。
、 ●

廷

申 、

未済別

、

、

事件別 、、、 、
、

、､

受 付

総数

前年度

末済

新 受

総数

第一審
判決に
対する

もの

控豚審
判決に
対する

もの

その他

既 済

総数

判 決

総数

棄却

口頭弁

箇を経
ないも
の

口頭弁

飴を経
たもの

破棄

差戻し

･移送
自判
その他

判 決 以 外 の 事 由

総数

決 定

不受理 移送 却下 棄却

破棄

差戻し

･移送
自判
その他
和解

取

上告。

申立て

ぎげ

訴え
その他

未済

特別

上告

通常訴訟（テ〕

うち少額異男

行政解訟(行テ

75

<2＞

12

ー

63

<2＞

３
，
６
“

67

<2＞ ー

67

<2＞ ー

1 1 65

<2＞

今
一

一
一

ー 一

8

上告
通常訴訟（オ）

行政訴訟(行ツ

2,“7

348

386

65

10661

283

12

28

1,637

254

12

1

1,582

291

2

4 3 1

1

－

1 】§580

287

6

1

27

2

1,536

282 一

1 7

2

2 1

ｰ

465

57

上告

受理

通常所訟

〔受）

行政訴訟

(行上）

(31）

2,550

(19）

465

(11）

481

(2)

97

(20）

2,069

(17）

368

11

(1)

61

⑫①

20"9

(16）

3脂

ー

9

－
１

(28）

1,925

(13）

3帥

(28）

28

(13）

13

(3)

3

(2)

2

⑤

5

②

2

(10）

10

⑬）

3

(10）

10

(6)

6

1,897

367

10871

365

5

1

ー

一 一

ー

一
一

2 7

1

ー

2 10

ー

(3)

625

⑥
鯛

計 5,485 1,041 4,444 112 4,246 86 4,245 47 8 8 14 16 1 4,198 2,236 14 30 1,883 3 17 4 11 1,240

再審

通常

(ャ）

行.政

(行ナ）

訴詮

抗告

所歴

抗告

15

543

180

2

187

64

13

356

116

一

ー

ー

ー

13

356

116

12

351

120 ｰ

一 12

351

4■■

120

9

1

3

76

9

264

一

110

一

ー

一

2

一

8

1

3

192

一

60

特別

抗告

通常 （ク）

行政（行卜

1,385

96

174

11

10211

85

1,211

85

1,257

92

－ 一

ー ー 一

10257

92

一 16

． 1

13 1,210

90

1 17

1

128

4

許可

抗告

通常 （肝）

行政（行う

34

4

15

1

19

3 一

19

3

28

4

一 28

4

q■■

ー

ー

ー

2

ー

16

3

1 6

1 4■■

一

一

3 一

6

雑
通常 （マ〕

行政（行＝

300

42

79

8

221

34

ー

←

221

34

245

35

一

一

245

35

140

6

19

5

ー

弓

13 ー 73

24

55

7

計 2,599 541 2,058 2,058 20144
ー －

2,1“ 173 127 1,693 1 7 13 6 124 455

合 計 8,084 1,582 6,502 112 4,246 2,144 6,389 47 8 8 14 16 1 6,342 2,236 187 157 3,576 1 7 13 3 ･23 4 135 1,695



民事上告事件年度別件数表
第4表

注上告のみがされた事件と上告受理との並行申立てがされた事件の合計件数である。
●

未済の％は，平成29年の未済件数を基準にしたものである。

－4－

、

、

、､

、

年度別
、雨

、

､、

事件別

、

一
四

、
、
も

、

、~

民 事

新受 既済 未済

通 常 （民事の内数）

新受 既済 未済

行 政 （民事の内数）

新受 既済 未済

平成29年 ､2,311 2,329 515

I
！

％

100 1,893 1,866

％

432 100 418 463

％

83 100

30年 2,181 2,183 513 100 1,787 1,782 437 101 394 401 76 92

令和元年 2,103 2,086 530 103 1,765 1,743 459 106 338 343 71 86

2年 1,878 1,945 463 90 1,570 1,631 398 92 308 314 65 78

3年 2,007 1,940 530 103 1,724 1,649 473 109 283 291 57 69



民事上告受理事件年度別件数表

上段は，上告受理のみがされた事件と上告との並行申立てがされた事件の合計件数である。

（ ）数値は，新受は， 当年中に受理決定のあった事件数,既済・未済は，受理決定のあった事件数で，いずれも内数である。

未済の％は，平成29年の未済件数を基準にしたものである。

注

－5－

、
、壬

『

、

年度別

、
、

事件別

『

、
、

巳

民 事

新受 既済 未済

通 常 （民事の内数）

新受 既済 未済

行 政 （民事の内数）

新受 既済 未済

平成29年

2,727

(29）

2,782

(34）

％

647 100

(4) －

2,239

(17）

2,246

(24）

％

525 100

(1) 一

488

(12）

536

(10)

％

122 100

(3) －

30年

2,562

(40)

2,528

(35）

681 105

(9) 一

2,104

(32）

2,064

(24）

565 108

⑲） 一

458

(8)

464

(11）

116 95

－ －

令和元年

2,525

(40）

2,501

(38）

705 109

(11） －

2,107

(27）

2,081

･ (30)
591 ｜
⑥！

’

・ 113

1■■■

418

(13）

420

(8)

114

’
93

(5) －

2年

2,169

(47）

2,296

(45）

578 89

(13） ．－

1,809

(37）

1,919

(32）

481

(11）

92

1■■■

360

(10）

377

(13）

97 80

2 －

3年

2,437

(37）

2,305

(41）

710 110

(9) 一

2,069

(20）

1,925

(28）

625 119

(3) －

368

(17）

380

(13)

85 70

(6) －



民事全事件年度別大法廷件数表

△1寸砥催

－6－

、

～

年度別

」

｡＝～

一一‐
や ÷‐●

受付・結果

一

一

、

一

受 付

回 付

第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷
新 受 計

既 済 未 済

平成24年
上告・上告受理

その他

一
一

一
一

一
一

一

一

一

q■■■

20

－

一
一

25年
上告・上告受理

その他

－

5

36 一
一

一 36

5

36

5

4■■■

ー

26年
上告・上告受理

その他 ．

23

1■■■

ー

ー

q■■■

I■■■ I■■■

23

ー

22

I■■■

１
－

27年
上告・上告受理

その他

18

一

1■■■

ー

2

－

1■■■

q■■■

20

4■■■

21

一

一

一

28年
上告・上告受理

その他

－
１

ー

Ⅱ■■■

3

－

1

1■■■

4

1

－
１

4

ー

29年
上告・上告受理

その他

一

■■■■

ー

ー

16

－

ー

q■■■

16

ー

20

■■■■

一

一

30年
上告・上告受理

その他

16

ー

q■■■

－

ー

ー

一

ー

16

■■■■

16

一

一
一

令和元年
上告・上告受理

その他

一
一

一

一
一

ー

一

一
一

ー

■■■■

’
一

2年
上告・上告受理

その他

ー

－

16

1

３
２

一
一

19

3

17

■■■■

2

3

3年
上告・上告受理

その他

4

一

一
一

ｰ

1■■■

一
一

4

一

２
３

4

ー



民事上告・上告受理事件年度別・既済事由別件数表

注上段は，上告と上告受理の合計事件数である。
中段は，並行申立て事件数であり， （ ）数値は，受理決定のあった事件数で，いずれも内数である。

肯和3年既済事

－7－

既済別

年度別

判 決

棄 却

口頭弁
論を経
ないも
の

口頭弁
論を経
たもの

破 棄

差戻し
･移送
自判
却下 その他 計

判 決 以 外 の 事 由

決 定

不受理 移送 却下 棄却 その他
和解

取下げ

卜告．

申立て
訴え
その他 計

合計

平成29年

14

1

(10）

19

1

(2)

11

2

(11）

10

2

(lO

一
一
一

一
一
一

54

6

(33）

2,719

一
一

4

1

ー

28

21

ー

2,264

1,893

■■I■■

４
２
一

’

一

ー

15

5

－

9

1

.■■■

13

ー

(1)

5,057

1,923

(1)

一＝

5,111

1,929

(34）

30年

10

1

(7)

18

ー

(2)

13

1

(12）

14

、 1

(14)

一
一
一

一
一
一

55

3

(35）

2,464

一
一

一
一
一

32

25

一

2,115

1,786

ー

１
－
一

一
一
一

22

6

ー

９
４
一

13

一
一

4,656

1,821

1■■■

4,711

1,824

(35）

令和元年．

5

・ 2

(2)

1
一

一

(1)

13

2

(13）

21

3

(21)

ー

1■■■

1■■■

一
一
一

40

7

(37）

2,426

一
一

5

1

ー

19

16

2,051

1,771

ー

一
一
一

、 1

(1)

23

戸

｡

９
２
一

13

一
一

4,547

1,795

（1）

4,587

1,802

(38）

2年

ｊ

６
－
Ｇ

21

ー

(5)

15

4

(15）

23

1

(22）

一
一
一

一
一
一

65

5

(4帥

2,219

一
一

ll

4

－

56

32

4■■■

1,851

1,584

-

4 一
一
一

19

6

ー

５
２
一

11

2

ー

4,176

1,630

一

4,241

1,635

(45）

3年

１

８
２
５く １

８
４
７く

14

4

(13）

16

2

(16)

一
一
一

１
－
一

47

12

(41）

2,236

ー

一

14

3

q■■■

０

１

３
２
ー

1,883

1,605

ー

ー

一

一

３
１
一

17

9

ー

４
２
一

11

一
一

4,198

1,641

ー

4,245

1,653

(41）

甲

既済別

事件別

判 決

棄 却

口頭弁
論を経
ないも
の

口頭弁
論を経
たもの

破 棄

差戻し

・移送
自判

却.下 その他 計

判決以外の事由

決定

不受理 移送 却下 棄却 その他
和解

取

上告．

申立て

ぎ げ

訴え
その他 計

合計

上告事件 3 1 1 一 － 1 6

、
閂、

、

、、
、

､、

8 30 1,883
ー 1 9 2 1 1,934 1,940

上告受理事件 5 7 13 16

へ、
、、

、､

、、

一 41 2,236 6

、

、田
、

、、
、

、、

■■■ 2 8 2 10 2,264 2,305



民事上告事件年度別・上告理由別既済件数表

上告理由が1事件につき複数ある場合，そのすべてについて延べ数として計上したため，合計は既済総数とは一致しない。

「その他」欄には，取下げ等により上告理由なしとされた場合を含む。

既済総数は，第4表の民事既済欄の件数である。

注

－8－

既済総数 憲法違反
法312条2項1号

～5号の事由

法312条2項6号

の事由
法令違反

事実誤認。

証拠の取捨
その他

平成29年 2,329 1,094 5 1,350
4■■■ 一 437

30年 2,183 969 一

1,235 2 1 428

令和元年 2,086 970 3 1,158
1■■■ q■■■ 383

2年 1,945 884 一

1,073
ー 一 394

3年 1,940 873 1 1,002 1 ー 414



民事上告事件憲法判断判決年度別件数表

注 ※は上告受理事件を含む。

既済総数は，第4表の民事既済欄の件数である。

-9-

も

、
､

、

、､

、
、

､

年度別

判断

弓

、

nhh

、
、

既済総数

憲法判断をした判決

違憲判断 合憲判断 合計

大法廷 大法廷 小法廷 計 大法廷 小法廷 計

平成2．9年 2,329
■■■■ ※ 19 4 ※ 23 ※ 19 4 ※ 23

30年 2,183
ー 16 2 18 16 2 18

令和元年 2,086
ー ※ 4 ※ 4 ー ※ 4 ※ 4

2年 1,945
ー 16 3 19 16 3 19

3年 1,940 1
4■■■ 1 1 1 1 2



民事上告・上告受理事件年度別・理由別破棄判決数表

注 （ ）数値は，受理決定のあった事件数で内数である。

-10-

、、
、

、､
、

破棄
、 理由別

、

、、

年度別

、

、、
、
、

、、

、、～

L

、

既済総数 破棄数．

破 棄 理 由

憲法違反
法312条2項1号

～5号の事由
法312条2項6号
の事由

法令違反
事実誤認・証
拠の取捨

その他

平成29年 5，111 21
凸
一 ー ■■■■ 21

一 一

30年 4,711 27
一 1 ー 26

ー 一

令和元年 4,587 34 ー ー 一 34
一 一

2年 4,241 38 － ー 一 37 ー 1

3年 4,245 30 ー 一 ■■■■ 30
一

■■■■

、_
、

破棄、

更
も

、

、、
、

、

事件別

理由別

、

、

、

、

、、
垂、

、

、

既済総数 破棄数

破 棄 理 由

憲法違反
法312条2項1号
～5号の事由

法312条2項6号
の事由

法令違反
事実誤認・証
拠の取捨

その他

上告事件 1,940 1 一 ー q■■■ 1
q■■■

上告受理事件

2,305

.(41）

29

(29）

一

ー

一
一

ー

ー

29

(29）

一
一

一
一



民事上告・上告受理事件年度別・審理期間別既済件数表

注上段は上告と上告受理の合計事件数で，下段は並行申立てを1件として計上し直した事件数である。

汗郡

注並行申立て事件数，受理決定のあった事件数は内数である。

注受理決定のあった事件数は内数である。

－11－

詔～、
－－
～~
、王

～凸

年度別

審理
期間
～

司甦込一

、

、

既済総数

当審受付から終局まで

2月

以内
3月

以内
6月

以内
1年
以内
2年
以内
3年
以内
3年を超
えるもの

第 ・審受付から当審終局まで

1年

以内
2年
以内
3年
以内
5年
以内
10年
以内
10年を超
えるもの

平成29年
5,111

3,182

2,217

1,403

1,399

859

947

569

474

･ 307

65

38

５
３

４
３

90

62

1,434

944

1,887

1,146

1,396

852

291

172

13

6

30年
4,711

2,887

2,304

1,442

1,221

729

793

469

335

212

52

30

３
２

３
３

97

65

1,252

814

1,725

1,051

1,324

777

309

178

４
２

令和元年
4,587

2,785

1,615

1,004

1,215

740

1,286

763

405

241

64

36

一
一

２
１

62

41

1,117

715

1,596

968

1,454

857

342

196

６
８

１

2年
4,241

2,606

853

538

663

400

1,658

1,023

947

572

116

71

４
２

一
一

120

92

843

542

1,442

885

1,424

854

392

228

20

5

3年
4,245

2,592

1,450

915

1,220

741

1,162

692

310

188

92

52

11

4

一
一

91

61

804
●

509

1,492

917

1,445

868

388

224

25

13

～‐
一
、

今～

、己=
、

事件別

、審理

、
期間

、

～

、一

、~且■
、、

既済総数

当審受付から終局まで

2月

以内
3月

以内
6月

以内
1年
以内
2年
以内
3年
以内
3年を超
えるもの

第一審受.付から当審終局まで

1年
以内
2年

以内
3年
以内
5年
以内
10年
以内

10年を超
えるもの

上告事件

(並行申立て事件）

1,940

(1653）

714

(535）

549

(479）

505

(470）

134

(122）

38

(40） (7)

一
一

48

(30）

400

(295）

686

(575）

626

(577）

172

(164）

8

(12）

上告受理事件

(受理決定のあった事件）

2,305

(41）

736

ー

671

ー

657

(1)

176

(5)

54

(24）

11

(11）

一
一

43

(1)

404

一

806

(2)

819

(20）

216

(11）

17

(7)

受付年度 29年以前 30年 元年 2年 3年 合計

上告事件 一 一 30 417 1,493 1,940

上告受理事件

(受理決定のあった事件）

一
一

5

(5)

44

(20）

500

(15)

1,756

(1)

2,305

(41）



民事上告・上告受理事件年度別・審理期間別未済件数表
諸1ワ毒

上倖 佇受 ’I 1j

今･和只ｨ雁夫済蝉ｲ4二 等付･年IぜｹWI内訳

注受理決定のあった事件数は内数である。
●

－12－

」

～巳

－－

～～
一

へ

年度別
＝~～司

審理

－

弓

『

期間
一
一

～

、

｛

未済総数

当 審 受 付 か ら

2月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内 5年以内
5年を
超えるもの

平成29年
1,162

698

747

448

135

81

172

104

83

49

18

11

４
２

３
３

q■■■

1■■■

30年
1,194

720

668

402

191

115

220

136

100

59

13

7

一
一

２
１

一
一

令和元年
1,235

748

610

373

143

88

274

164

168

98

40

25

一

q■■■

4■■■

ー

一

一

2年
1,041

623

612

372

133

81

151

89

66

41

74

39

5

1

一
一

一
一

3年
1,240

748

721

433

151

93

229

■ 134

94

64

45

24

一
一

一
一

一
一

～
一

～

～
、

～一一

事件別

審理
ー
一

一 期間
～～
へ

、～

一

茸

七

～

未済総数

当 審 受 付 か ら

2月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内 5年以内
5年を
超えるもの

上告事件

(並行申立て事件）

530

(492）

322

(288）

63

(58）

95

(95）

34

(30〉

16

(21）

一
一

一
一

一
一

上告受理事件

(受理決定のあった事件）

710

(9)

399

1■■■

88

一

134

1■■■

60

（1）

29

(8)

一
一

一
一

一
一

受付年度 29年以前 30年 元年 2年 3年 合計

上告事件 4■■■ ー 17 514 531

上告受理事件

(受理決定のあった事件）

一
一

一
一

一
一

32

(8)

681

(1)

713

(9)



民事上告・上告受理事件訴訟種類別新受件数表

庄※は，信販関f
特RII卜筈棡の

－13－

訴訟事件の種類 特別上告 上告 上告受理 訴訟事件の種類 特別上告 上告 上告受理

総 数 63 （2） 1,944 2,437
3．建物を目的とする訴え

4．土地を目的とする所え

1

2

83

131

97

187

民事訴訟 63 （2） 1,661 2,069
5．請求異議の訴え

6．第三者異議の訴え

ー 7

ー

12

ー

行政訴訟 283 368
7．その他

行政訴訟

5

ー ー

357

283

407

368

民事訴訟 63 （2） 1,661 2,069 1．選挙 1■■■ 7 8

1 人事を目的とする訴え ー 203 244 2．地方自治 ー 40 53

離婚 一 174 206 3．租税 I■■■

45 60

離縁 ー 5 7 4－知的財産権 － 16 49

認知 ー 2 ･ 3 5．農地 ー ー ー

親子関係 ー 7 7 6．公用負担 ー 6 6

その他 ー 15 21 7．公務員 ー 18 22

2．金銭を目的とする訴え 55 （2） 880 1,122 8．その他 151 170

売買代金（売掛代金を含む）

貸金

立替金・求償金等※

交通事故による損害賠償金

その他の損害賠償金

手形・小切手金

手形.･小切手異駿

金銭債権債務存否確認

1 （1）

2

ー

10

30 （1）

I■■■

ー

1

6

34

2

99

498

一

■■■

12

9

45

2

125

616

ー

一

15

その他 11 229 310



民事特別･許可抗告事件年度別新受・既済・未済件数表

注民事特別抗告（ク・行ト） と許可抗告（許・行ブ）の事件数である。

（ ）数値は，並行申立て事件数で内数である。

－14－

～
～

一一～
~一ー

～～
～や

年度別

一

一一 新受・結果
～～～

～

『

～

一

ー～－

新受

既 済

破棄 棄却 却下 移送 取下げ その他 計

未済

平成29年

特別抗告

許可抗告

1,371

33

(16）

２
７

(3)

1,371

45

(24）

10

一
Ｆ
一

一
一
一

7

ー

ー

5

－

ー

1,395

52

(27）

143

4

(1)

30年

特別抗告

許可抗告

1,349

15

(7)

一
一
一

1,333

11

(3)

14

一
一

１
－
一

7

ー

－

4

一

一

1,359

11

(3)

133

8

(5)

令和元年

特別抗告

許可抗告

1,315

22

(15）

ー

4

(2)

1.289

14

(9)

8

ー

一

８
１

(1)

4

一

一

2

－

ー

1,311

19

(12）

137

11

(8)

2年

特別抗告

許可抗告

1,303

47

(35）

1

5

(5)

1,186

18

(11)

16

ー

一

24

19

(17）

7

ー

q■■■

21

ー

q■■■

1,255

42

(33）

185

16

(10）

3年

特別抗告

許可抗告

1,296

22

(10）

1■■■

8

(5)

、 1,300

19

(12）

13

2

17

ー

ー

1

3

q■■■

18

一

－

1,349

32

(17）

132

6

(3)
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刑事全事件受理・既済・未済件数表
認『 1 臣』声 ．
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「公訴棄却・判決」欄には，破棄自判により，公訴棄却又は控訴棄却(一審公所棄却）したものを含む。
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、

一

く

～
一一

『

受 理

回 付

第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷
新 受 計

既 済 未 済

平成24年
上告

その他

ー

ー

一
一

一
一

1■■■

－

一
一

ー

｡ －

I■■■

25年
上告

その他

一
一

■ I■■■

q■■■ 一

ー

一

一
一

ー

一

－

－

26年
上告

その他

一
一

一
一

一
一

－

q■■■

一
一

ー

1■■■

一
一

27年
上告

その他

1■■■

q■■■

一
一

q■■■

1■■■

一
一

一
一

ー

－

一

－

28年
上告

その他

ー

1■■■

１
－

一
一

一

ー

1

ー

一
一

１
－

29年
告
他の

上
一
そ

一
一

ー

q■■■

１
－

一
一

１
－

2
一
一

30年
上告

その他

I■■■

I■■■ 一

一
一

一

一

一

一

ー

一
一

令和元年
上告

その他

－

一

－

I■■■

ー

1■■■

I■■■

ー

ー ー

1■■■

一
一

2年
上告

その他

－

－

一
一

一
一

一
一

●、

4■■■

ー

ー

ー

一
一

3年
上告

その他

一
一

一
一

一
一

1■■■

一

一
一

一

一

ー

ー



刑事上告事件年度別新受・既済・未済人員表

注 （ ）数値は，第一審が裁判員裁判であった事件数で内数である。
「公訴棄却」欄には，破棄自判により，公訴棄却又は控訴棄却(一審公訴棄却）したものを含む。

－17－

、己
、

、

、

、←

、－～

年度別

新受・結果

、
「

、

、

、

、､

、

、画

新 受

既 済

総 数 破棄自判
破棄差 戻
し 。移送

上告棄却 公訴棄却 取下げ

未 済

平成29年

2,169

(151)

2,106

(146）

1

－ ー

1,776

(137）

2

－

327

'(9)

524

(72）

30年

1,955

(153)

1,993

(166）

5

(1)

1

(1)

1,702

(149）

5

－

280

(15）

486

(59）

令和元年

2,060

(157）

2,091

(171）

3

－

’
一

1〃42

(154)

8

一

338

(17）

455

(45）

2年

1,848

(158）

1,881

(161）

一
一

3

4■■■

1,518

(140）

6 354

(21）

422

(42）

●

3年

1,816

(175）

1,852

(168）

1

1

2

－

1,578

(155）

8

1

263.

(11)

386

(49）



坐

刑事上告事件年度別・上告理由別既済人員表

注上告理由が1事件につき複数ある場合，そのすべてについて延べ数として計上したため，合計は既済総数とは一致しない。
e

既済総数は，第17表の既済人員の総数である。

／

－18－

既済総数 憲法違反 判例違反 法令違反 量刑不当 事実誤認
再審事由
刑の廃止・変更
大赦

その他の理由
趣意書不提出
取下げ等

平成29年 2,106 564 306 670 1,190 935 10 1 345

30年 1,993 531 287 621 1,169 879 11 一 291

令和元年

一

2,091 551 277 610 1,214 889 10 一
口 352

2年 1,881 444 207 489 1,039 766 lO ー 364

3年 1,852 422 253. 491 1,092 777 ・ 6 一 277



刑事上告事件憲法判断判決年度別表

＝

注 （ ）数値は，人員である。

－19－

､､

年度別
､判

､

、［

断

Ⅱ
０

既済総数

憲 法 判 断 を し た 判 決

違憲判断 合 憲 判 断
今 計ロ

大法廷 大法廷 小法廷 計 大法廷 小法廷
Ｏ
Ｌ
０
０

心
一
両
詫
脚

平成29年 2,059 （2,106）
少 一 1 （1） 1 （1） 2 （2） 1 （1） 1 （1） 2 （2）

30年 1,955 （1,993）
ー ー 1 （1） 1 （1） ー 1 (1) 1 （1）

令和元年 2,041 （2,091）
■■■P 一 2 （2） 2 （2） 一 2 （2） 2 （2）

2年 1,855 (1,881)
I■■■ 1■■■ 1 （1） 1 （1） q■■■ 1 （1） 1 （1）

3年

●

毎

1,819 （1,852）
一 一 1 （1） 1 （1）

一 1 （1） 1 （1）



刑事上告事件年度別・理由別破棄判決数表
¥20表 ，

令和3年破棄判決理由別・破棄区分別内訳

-20-

既済総数 破棄数

破 棄 理 由

憲法違反

刑訴
第405条
1号

判例違反

刑訴
第405条
2．3号

法令違反

刑訴

第411条

1号

量刑不当

刑訴

第411条
2号

事実誤認

刑訴

第411条
3号

再審事由

刑訴
第411条
4号

刑の廃止．
変更，大赦

刑訴

第411条
5号

その他

平成29年 2,059 1
－ ー 一 1 － 一 一

30年 1,955 6 一 ー 3 3 ー ー ー

令和元年 2,041 3 ー ー 2 一 1 ー ー

2年 1,855 3
ー 2 1

一 一 ー ー q■■■

3年 1,819 3 － 一 3 一 ■■■■ 一 － ー

～
－

－－
一

～
一

～今

破棄理由

破棄区分
｝

～一ー

総数 憲法違反 判例違反 法令違反 量刑不当 事実誤認 再審事由
刑の廃止．
変更 9 大赦

その他

破
棄

自
判

有罪

一部有罪

無罪

免訴

公訴棄却

差 戻 し ． 移送

1

一

－

■■■■

－

2

■■■■

ー

ー

q■■■

ー

一

一

q■■■

q■■■P

q■■■B

1■■■

1

■■■■

一

ー

2

－

ー

一

一

ー

ﾛ■■■

一

1■■■

一

ー

ー

争

一

ー

I■■■

一

■■■■

ー

ー

ー

ー

－

－

ー

1■■■

I■■■

一

一

合 計 3 一 3 一 ー 一 ー



刑事上告事件年度別・審理期間別既済人員表

合和3年既済事件受理年度別内訳

－21－

、
、

、

、

、

､、 審理期間
、

、

年度別

、

、

誼

、
、

、

、

、、

既済総数

当 審 受理か ら 終 局 ま で

3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内
3年を超
えるもの

起訴か ら 当 審 終局 ま で

1年以内 2年以内 3年以内 5年以内 7年以内
7年を超

えるもの

平成29年 2,106 1,786 206 46 60 7 1 1,046 824 154 56 14 12

30年 1,993 1,672 210 55 48 8
一 960 776 162 78 12 5

令和元年 2,091 1,733 278 48 22 10 ー 998 850 175 57 8 3

・ 2年 1,881 1,287 506 67 13 7 1 810 850 151 50 20 ー

3年 1,852 1,549 242 26 20 13 2 819 756 186 .63 25 3

受理年度 平成30年 令和元年 2年 3年 合計

上告事件 11 17 385 1,439 1,852



刑事上告事件年度別・審理期間別未済人員表

今ホロ且年耒ﾃ斉至碁1牛琴理f彊匿%II広

－22－

、丸
、

閏

、

、

、

、．

、、
、

年度別

、勺L

。、、■、
、

審理期間

、

一 、、

｛
」

、己
、

。、、

～、

未済総数

当 審 受 理 か ら

3 月以内 6 月以内 1 年以内 2年以内 2年を超えるもの

平成29年 524 419 30
一

42 31 2

30年 486 412 30 26 12 6

令和元年 455 402 18 7 23 5

2年 422 351
■

22 20 18 11

3年 386 348 16 13 8 1

受理年度 平成30年 令和元年 2年 3年 合計

上告事件 q■■■ 1 8 377 386



刑事上告事件被告人処遇別人員表

注事由は，上告審受理時の身柄区分である。

－23－

ー

一

－－

事由別

一

一一 新受・結果
－－

一

－－
一

ー～一

新 受 既 済 未 済

勾留されている人員 920 949 157

保釈されている人員 106 117 24

保釈以外の事由で釈放されている人員 ー ー ー

保釈失効（刑訴343条）の未収容の人員 16 18 3

不拘束の人員 762 755 199

逃亡中の人員 一 ー 一

受刑収容中の人員 12 13 3

その他 － ー

計 1,816 1,852 386



刑事上告事件年度別・被告人釈放事由別人員表

－24－

、

、

、

、、、

、

～

、

、

年度別

、

、

事由

、、王
、、

L

、

.、

～迄
、

、

、

釈 放 事 由

総 数 保 釈
勾留執行
停 止

勾留取消
勾留期間
満 了

平成29年 1
一

1●

30年 2 1 1 ー ー

令和元年 ー 一 ー ー

2年 1
一 1 －

3年 1 1 q■■■ ー



刑事上告既済事件年度別弁護人の私選，国選別人員表

－25－

、､
、、

、、
、

、､

、、l王
、､

、～

私選。

、

国選別

年度別 、、
、、垂
、

、_

既済総数
（ 人員 ）

弁 護 人

私 選 国 選 計

平成29年 2,106 1,030 1,483 2,513

30年 1,993 1,048 ・ 1，391 2,439

令和元年 2,091 970 1,439 2,409

2年 1,881 709 1,367 2,076

3年 1,852 739 1,375 2,114



刑事上告受理申立事件年度別新受・既済・未済件数表

－26－

一
一

、、

一

～

新受・結果

～

～＝

年度別 ～

新 受

既 済

受 理 不 受 理 そ の・ 他 計

未 済

平成29年 29 ー 28 』■■■ 28 1

30年 28
一 28 －

一

28 1

令和元年 22 ー 22 1 23 1■■■

2年 19 ー 18 1 19

3年 18
一

17
ー 17 1



刑事特別抗告事件年度別新受・既済・未済件数表

注 （ ）数値は，再抗告事件数で内数である。

－27－

「

『

一
一

へ
』

～

、、巳

年度別

新受・結果
｛

｛

■~ 、
国

『

、

垂

一一､
～

新 受

既 済

原決定取消し 棄 却 取 下げ その他 計

未 済

平成29年

756

(72）

3

ー

739

(77）

一
一

一
一

742

(77）

32

■■■■

30年

738

(78）

一
一

733

(71）

4

(1)

一
一

737

(72）

33

(6)

令和元年

838

(55）

3

一

818

(58）

１
－

ー

■■■■

822

(58）

49

(3)

2年

1,194

(62）

1

■■■■

1,201

(65）

2

一

一
一

1,204

(65）

39

一

3年 ．

1，111

(42）

一

一

1,116

(42）

2

一

2

■■■■

1,120

(42）

30

一


